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　市内に２か所ある幼稚園では遊びを通して多
くのことを学び、自立心や基本的生活習慣など
「生きる力」の基礎を身につけていきます。

遊びから学ぶ
　身体を動かして遊ぶことが大切な時期に、３
～５歳児がおもいっきり遊ぶことができる広い
園庭・園舎の環境が整っています。
　その中で、自立心・人と関わる力、表現力、
話す力・聞く力、思考力の基礎、体力の向上・
基本的生活習慣を身につけています。

　小学校で調理された給食をいただいているた
め、１年生になっても抵抗なく学校給食を食べ
ることができます。

H27年度入園対象▶
　H21.4.2 ～ H24.4.1生まれ（3～ 5歳児）
保育料▶入園料　6,500円
　　　　保育料　5,000円／月
　　　　（その他諸経費あり）
　　　　※所得に応じた減免制度があります
問　成器南幼稚園（元町２丁目18-38）
　　☎88 ｰ 1328
　　勝山中部幼稚園（郡町２丁目２-27）
　　☎88 ｰ 1271

　教育委員会・小学校・家庭・地域の方と連携
しながら、より良い幼稚園作りを進めています。

8：00 登園
 自由遊び　
10：00 クラス活動
 設定保育
 園外活動
12：00 給食（学校給食）
13：00 自由遊び
14：30 クラスの集い
15：00 降園

幼稚園の１日 勝山市の教育目標
『心身ともに健やかでたくましい子』
　・思いきり遊ぶ子
　・素直で心豊かな子
　・よく聞きよく話す子
　・考えてやり遂げようとする子

幼 稚 園

行事の様子などは「ブログかつやま」に定期的
にアップしています。ぜひご覧ください。

http://www.city.katsuyama.fukui.jp/blog1/

ってどんなところ？
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子ども・子育て支援子ども・子育て支援
新制度が始まります新制度が始まります
　平成24年８月に成立した「子ども・子育て関連３法」に基づいて、幼児期の学校
教育や保育の総合的な提供、地域の子育て支援の充実を図るため、「子ども・子育て
支援新制度」が平成27年４月にスタートします。

幼稚園・保育園の利用手続きについて幼稚園・保育園の利用手続きについて

幼稚園・保育園の入園手続きの流れ幼稚園・保育園の入園手続きの流れ

支給認定区分 対　　　　　象（小学校就学前） 利用施設

１号認定 満３歳以上で教育を希望する子ども 幼稚園

２号認定 満３歳以上で保護者の就労または疾病などにより、保育を必要とする子ども 保育園

３号認定 満３歳未満で保護者の就労または疾病などにより、保育を必要とする子ども 保育園

※ ２号認定または３号認定を受ける方は、保護者の就労などの状況により、『保育標準時間』（１日最長
11時間）と『保育短時間』（１日最長８時間）に区分され、利用できる時間が異なります

問　幼稚園に関すること：学校教育課　☎88 ｰ 8112
　　保育園に関すること：福祉・児童課　☎87 ｰ 0777

※在園児： 現在既に幼稚園・保育園を利用している方で、平成27年４月以降も引き続き利用を希望される方
または現在保育園を利用している方で、平成27年４月以降別の保育園に転園希望の方

※新規入園：平成27年４月１日から新たに入園を希望される方
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 利用決定 
幼稚園を通じて
施設利用決定に
ついて通知

 認定証の交付 
幼稚園を通じて認定証を交付

 継続利用 
 新規入園 
幼稚園を通じて
認定申請

 利用決定 
保育園を通じて
施設利用決定に
ついて通知

 利用決定 
市から施設利用
決定について
通知

 認定証の交付 
保育園を通じて認定証を交付
※転園希望の方は市で調整します

 利用調整 
面接を行った
後、市で利用
調整

 認定証の交付 
市から認定証を
交付

 継続利用申込 
保育園を通じて
認定申請

 入園申込 
市（福祉・児童課）
へ認定申請


